
長 第 １３５１ 号

平成１９年１０月１８日

各 社 会福 祉 施 設長

各 介 護保 険 施 設長 様

各在宅サービス事業者

石川県健康福祉部長寿社会課長

（ 公 印 省 略 ）

「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」

について

日頃より、本県の社会福祉行政の推進についてご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般標記の件につきまして、厚生労働省より告示が発出されましたので、県（長

寿社会課）のホームページにてご確認下さい。

なお 「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針 （平、 」

成５年厚生省告示第１１６号）については、廃止されたことを、申し添えます。

下記のアドレスにてご確認下さい。
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